
             国内移行手続で年金期限を発生させる場合（ドイツ特許） 
 
１．出願種別設定画面  

 
 
２．「手続設定」→「手続定義の追加と修正」画面 「手続定義 ID 15904 国内移行（審年）」

の「年金期限設定」が「設定」となっている必要がございます。 

 



３．国際出願日が入力されている必要があります。 

 

 
この状態で「国内移行(審年)」手続を行うと、納付年数が維持年金２年分セットされます。 

 
 
出願日から２年後の日付で年金期限を設定致します。 

 


